
私立 和歌山リハビリテーション 健康科学部 和歌山県 学校法人 遵守事項

専門職大学 　リハビリテーション学科 　和歌山市 　響和会

　　理学療法学専攻 40

　　作業療法学専攻 40

助言事項

助言事項

助言事項

遵守事項

遵守事項

助言事項

助言事項

・新設専門職大学において、確実に学生を確保できるよ
う、戦略的に取り組むこと。

・評議員の構成が法人関係者に偏っていることから、そ
の構成の見直しについて検討すること。

令和３年度開設予定大学一覧

１　専門職大学を設置するもの　１校 令和２年10月

区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 設 置 者 備 考

(人)

附 帯 事 項

・施設・設備の整備について、校舎となる建物を所有す
る地方公共団体との協議の結果によっては、開学まで一
部が完了せず１か月程度遅れる可能性があることから、
開学直後の授業運営に支障のないように適切に対応する
とともに着実に整備すること。また、施設・設備の整備
期間中は、学生や教職員の安全面に留意するとともに騒
音等により教育研究に支障がないよう対応すること。

・教員の補充を必要とされた８授業科目については、科
目開講時までに教員を充足すること。うち、専任教員の
配置を必要とされた６授業科目については、確実に専任
教員を配置すること。

・設置の趣旨・目的等が生かされるよう、設置計画を確
実に履行すること。また、学術の中心として広く知識を
授けるとともに深く専門の学芸を教授研究するという大
学の目的、さらに専門性が求められる職業を担うための
実践的かつ応用的な能力を展開するという専門職大学の
目的に照らし、開設時から充実した教育研究活動を行う
ことはもとより、その水準を一層向上させるよう努める
こと。

・大学の設置の必要性として掲げられた「和歌山への地
域貢献」で示された取組を行うに当たっては、関係する
地方公共団体や関係機関と適切な連携を図りながら進め
ることが望ましい。

・「地域における保健支援を考える」という授業科目の
名称は、授業科目であることが理解されにくいと考えら
れるため、適切な名称に改めることが望ましい。

・ 臨床実習において行うことが求められる通所リハビ
リテーション又は訪問リハビリテーションに関する実習
について、シラバスにその内容を明記することが望まし
い。
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区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 設 置 者 備 考

(人)

附 帯 事 項

 和歌山リハビリテーション 助言事項

 専門職大学

助言事項

遵守事項

遵守事項

助言事項

計 1　校 　　1学部　　1学科

・収益事業について、その収益を私立学校の経営に充て
られるよう適切な運営を行うこと。収益を私立学校の経
営に充てることができない場合は、収益事業を廃止する
こと。

・会計処理については、文部科学大臣所轄法人として学
校法人会計基準に沿った取扱いが行えるよう適切に対応
すること。

・経常収入に対する教育研究経費の割合が同系統の大学
等を設置する学校法人に比べて低いことから、教育研究
条件の充実向上に取り組むこと。

・完成年度における法人全体の基本金組入前当年度収支
差額がマイナスとなっていることから、収支の均衡を前
提とした中長期的な財政計画の策定・実行など、経営基
盤の安定確保に取り組むこと。

・認可後に補助金（和歌山市）が収納予定であることか
ら、収納後、速やかにその旨を報告すること。
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